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条
　
例

○ 

佐
久
市
組
織
条
例
の
一
部
改
正

条
例

　
平
成
30
年
度
か
ら
の
組
織
機
構

の
見
直
し
に
よ
る
部
局
の
再
編
に

伴
い
、
部
局
の
名
称
お
よ
び
事
務

分
掌
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　
特
別
職
の
職
員
お
よ
び
議
会
の

議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
に

つ
い
て
、
長
野
県
職
員
の
給
与
改

定
に
準
じ
て
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
農
業
委
員
会

の
委
員
お
よ
び
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
報
酬
の
額
を
、
農
地

利
用
最
適
化
交
付
金
を
加
算
し
た

額
に
改
め
ま
し
た
。

第
１
回
定
例
会
が
開
か
れ
ま
し
た

佐
久
市
議
会

　
平
成
30
年
佐
久
市
議
会
第
１
回
定
例
会
が
２
月
22
日
に
開
会
し
、
３
月

22
日
ま
で
の
29
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
市
長
が
提
案
し
た
議
案

は
、
招
集
日
に
提
案
し
た
条
例
案
22
件
、
事
件
案
４
件
、
予
算
案
23
件
と
、

３
月
13
日
に
提
案
し
た
人
事
案
２
件
、
諮
問
案
１
件
の
合
わ
せ
て
52
件
で
、

い
ず
れ
も
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
改
正
条
例

　
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
長
野

県
職
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
条
例

　
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
条

件
の
拡
充
お
よ
び
退
職
手
当
の
支

給
水
準
の
引
下
げ
に
伴
う
国
家
公

務
員
退
職
手
当
法
の
改
正
を
踏
ま

え
、
職
員
の
退
職
手
当
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
議
会
政
務
活
動
費
の
交

付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

条
例

　
佐
久
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

の
答
申
を
尊
重
し
、
市
議
会
議
員

の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
の
推

進
に
資
す
る
た
め
、
政
務
活
動
費

の
額
を
改
定
し
ま
し
た
。



　 3 平成30年  佐久市議会  第１回定例会

○ 
佐
久
市
税
条
例
の
一
部
改
正
条

例
　
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法

等
の
改
正
に
伴
い
、
固
定
資
産
税

の
課
税
免
除
お
よ
び
不
均
一
課
税

に
係
る
規
定
等
を
整
備
し
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
積
立
基
金
条
例
の
一
部

改
正
条
例

　
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
に

基
づ
き
、
公
共
施
設
等
の
集
約

化
・
複
合
化
、
老
朽
化
対
策
等
を

推
進
し
、
そ
の
適
正
配
置
を
図
る

た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充

て
る
た
め
、
佐
久
市
公
共
施
設
等

適
正
管
理
推
進
基
金
を
設
置
し
ま

し
た
。

○ 

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
備
に
関
す
る
条
例

　
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等

の
施
行
に
伴
い
、
必
要
な
条
例
の

規
定
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
条

例
　
桜
井
地
区
に
お
け
る
排
水
施
設

を
公
共
下
水
道
へ
接
続
す
る
こ
と

に
伴
い
、
当
該
地
区
の
処
理
施
設

に
関
す
る
規
定
を
削
り
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
施
設
条
例
及
び
佐
久
市
障
害

者
支
援
施
設
臼
田
学
園
条
例
の

一
部
改
正
条
例

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
各
条
例

中
で
引
用
す
る
同
法
の
条
項
を
改

め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
条
例

　
国
の
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
特

定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
特
定
教
育
・
保
育
施

設
が
行
う
受
給
資
格
等
の
確
認
に

関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
認
定
こ
ど
も
園
法
の
改
正
に

伴
い
、
本
条
例
中
で
引
用
す
る
同

法
の
条
項
を
改
め
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
条
例

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、

条
例
で
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま

し
た
。

○ 

佐
久
市
特
別
会
計
条
例
の
一
部

改
正
条
例

　
佐
久
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

シ
ル
バ
ー
ラ
ン
ド
き
し
の
に
つ
い

て
、
本
年
４
月
１
日
か
ら
利
用
料

金
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、

佐
久
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
特

別
会
計
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、

本
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
佐
久
市

介
護
老
人
保
健
施
設
み
す
ず
苑
を

廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
佐
久
市

介
護
老
人
保
健
施
設
特
別
会
計
を

廃
止
し
ま
し
た
。

○ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強

化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、

共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
お

よ
び
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
る

ほ
か
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
等
に
係
る
基
準
が
見
直
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
権

限
が
県
か
ら
市
へ
移
譲
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

の
事
業
の
人
員
お
よ
び
運
営
に
係

る
基
準
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
事

項
を
定
め
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
農
業
振
興
協
議
会
条
例

の
一
部
改
正
条
例

　
佐
久
市
農
業
振
興
協
議
会
の
調

査
お
よ
び
協
議
に
際
し
、
地
域
ご

と
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
新

た
に
地
区
農
業
振
興
協
議
会
を
設

置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な

事
項
を
定
め
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
土
地
改
良
事
業
等
分
担

金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　
土
地
改
良
法
の
改
正
に
伴
い
、

本
条
例
中
で
引
用
す
る
同
法
の
条

項
を
改
め
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
特
定
用
途
制
限
地
域
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　
平
成
29
年
度
供
用
開
始
を
予
定

す
る
佐
久
臼
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
特
定

用
途
制
限
地
域
を
新
た
に
追
加
す

る
と
と
も
に
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

条
例

　
都
市
公
園
法
等
の
改
正
に
伴
い
、

公
募
設
置
管
理
制
度
を
活
用
し
て

都
市
公
園
に
設
け
る
公
募
対
象
公

園
施
設
に
つ
い
て
の
建
蔽
率
の
特

例
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
一
本

柳
公
園
整
備
事
業
の
完
了
に
伴
い
、

同
公
園
を
新
た
に
都
市
公
園
と
し

て
加
え
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改

正
条
例

　
公
営
住
宅
法
の
改
正
に
よ
り
、

家
賃
決
定
の
た
め
の
収
入
申
告
等

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
認
知
症
患

者
等
で
あ
る
入
居
者
に
つ
い
て
、

事
業
主
体
が
当
該
入
居
者
の
収
入

を
把
握
し
、
家
賃
を
決
定
す
る
手

続
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部

改
正
条
例

　
市
内
体
育
施
設
を
一
体
的
に
管

理
す
る
た
め
、
都
市
公
園
施
設
内

の
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
を
体
育
施

設
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要

の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○ 

佐
久
市
介
護
老
人
保
健
施
設
条

例
を
廃
止
す
る
条
例

　
本
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
佐
久

市
介
護
老
人
保
健
施
設
み
す
ず
苑

を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
本
条

例
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
関
係

条
例
中
の
同
苑
に
係
る
規
定
の
削

除
等
を
行
い
ま
し
た
。
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○ 
佐
久
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
平
成
30
年
度
か
ら
の
組
織
機
構

の
見
直
し
に
よ
る
部
局
の
再
編
に

よ
り
、
地
域
局
お
よ
び
介
護
老
人

保
健
施
設
み
す
ず
苑
が
廃
止
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

事
　
件

○ 

川
西
保
健
衛
生
施
設
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

　
平
成
30
年
度
か
ら
組
合
下
水
道

事
業
に
つ
い
て
地
方
公
営
企
業
法

の
財
務
規
定
等
を
適
用
す
る
こ
と

か
ら
、
財
務
規
定
等
の
適
用
に
つ

い
て
の
規
定
を
加
え
る
と
と
も
に
、

下
水
道
事
業
に
係
る
分
担
金
の
規

定
中
の
「
公
債
費
」
を
「
企
業
債

償
還
金
、
借
入
金
利
息
」
に
改
め

ま
し
た
。

○ 

市
道
の
路
線
認
定
に
つ
い
て

　
新
た
に
22
路
線
を
認
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
得

ま
し
た
。

○ 

市
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て

　
21
路
線
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
左
記
の
１
件
の
工
事
請
負
契
約

を
締
結
す
る
た
め
、
議
会
の
議
決

を
得
ま
し
た
。

・ 

平
成
29
年
度
総
合
交
付
金
総
合

運
動
公
園
整
備
事
業
野
球
場
建

設
（
駐
車
場
）
工
事
請
負
契
約

予
　
算

○ 

平
成
29
年
度
補
正
予
算

　
平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
９
号
）
と
特
別
会
計
補
正

予
算
（
11
会
計
）
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
９
号
）
は
、
国
の
補
正
予

算
に
伴
う
事
業
費
の
増
額
の
ほ
か
、

年
度
末
の
事
業
費
の
確
定
ま
た
は

確
定
見
込
み
等
に
よ
る
補
正
で
４

億
９
，
４
３
１
万
６
千
円
を
増
額

し
、
総
額
を
４
４
９
億
９
，
１
７

４
万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
正
の
主

な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す

（
万
円
未
満
は
切
捨
て
）。

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
９
号
〕

▼ 

児
童
保
育
事
業
費
（
未
満
児
保

育
保
育
士
賃
金
お
よ
び
私
立
保

育
所
保
育
児
童
委
託
料
等
の
確

定
見
込
み
に
よ
る
増
額
）

 

４
，
４
５
３
万
円

▼ 

保
健
衛
生
事
務
費
（
介
護
老
人

保
健
施
設
特
別
会
計
へ
の
繰
出

金
の
増
額
）　　
　
　
　

 

１
億
１
，
５
１
４
万
円

▼ 

小
学
校
施
設
整
備
事
業
費
（
国

の
補
正
予
算
に
よ
る
ト
イ
レ
洋

式
化
改
修
工
事
費
に
係
る
経

費
） 

　
８
，
７
４
６
万
円

▼ 

中
学
校
施
設
整
備
事
業
費
（
国

の
補
正
予
算
に
よ
る
ト
イ
レ
洋

式
化
改
修
工
事
費
に
係
る
経

費
） 

５
，
６
８
０
万
円

▼ 

岩
村
田
小
学
校
建
設
事
業
費

（
国
の
補
正
予
算
に
よ
る
管
理

特
別
教
室
棟
お
よ
び
屋
内
運
動

場
等
整
備
経
費
の
前
倒
し
に
係

る
経
費
） 

16
億
１
２
９
万
円

○
平
成
30
年
度
当
初
予
算

　
平
成
30
年
度
の
一
般
会
計
と
10

特
別
会
計
の
当
初
予
算
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
一
般
会

計
は
、
総
額
を
４
５
３
億
円
と
し
、

特
別
会
計
は
、
総
額
を
３
５
６
億

９
，
３
６
８
万
３
千
円
と
し
ま
し

た
。
詳
細
は
、
市
役
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
平
成
30
年
度
当
初
予

算
の
概
要
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https://w
w
w
.city.saku.

nagano.jp/shisei/zaisei/
yosan/ 20180322.htm

l

人
　
事

　

任
期
満
了
に
伴
う
次
の
人
事

案
・
諮
問
案
に
つ
い
て
、
議
会
の

同
意
を
得
ま
し
た
（
敬
称
略
）。

○
教
育
長

　
楜
澤　
晴
樹

○
教
育
委
員
会
委
員

　
吉
岡　
道
明

○
人
権
擁
護
委
員

　
春
日　
利
夫

　
神
津　
公
子


